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 本数値は、東久保交番における事案取扱い件

数であり、刑法犯認知件数とは異なります。 

 

  自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車

の交通ルールとして、「自転車安全利用五則」（令

和４年 11 月１日交通対策本部決定）がまとめられ

ています。 

  自転車の交通違反は重大な事故につながる可

能性があり、自転車を安全・安心に利用するため、

自転車安全利用五則を守ることが大切です。 

＊空き巣 ・・・・・・・・ １件

＊車上ねらい ・・・・ １件 

＊自転車盗 ・・・・・・ ５件 

＊万引き ・・・・・・・・ ７件 

＊その他の窃盗 ・・ １件 

 
 

①車道が原則、左側を通行 

  歩道は例外、歩行者を優先 

②交差点では信号と一時停止 

  を守って、安全確認 

③夜間はライトを点灯 

④飲酒運転は禁止 

⑤ヘルメットを着用 

 

 近年、社会のデジタル化が進み、ＳＮＳなどによ
る情報収集・発信やオンライン消費が普及する一
方、インターネットにおける広告通販を利用した
利殖勧誘事犯や特定商取引法等事犯、悪質な貸
付の発生が増加しています。 
 ＳＮＳなどのインターネット 
で、 
   ・初回限定５００円 
   ・個人間取引 
等の広告や書き込みは、結果 
的に高額な費用を請求されたり、商品が届かな
い等のトラブルが発生しています。 
 即決せず、内容をよく確認してから購入するな
ど慎重に判断しましょう。 


